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○ 直接請求のための署名収集の禁止（選挙管理委員会） 

○ 衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙時登録の登録基準日等（選挙管理委員会） 

○ 衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる

期日（選挙管理委員会） 
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告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
号 

衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
令
和
八
年

一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
八
日
ま
で
の
間
、
埼
玉
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六

年
法
律
第
五
十
九
号
）
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

法
律
第
百
六
十
二
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
す
べ
て
の
直
接
請

求
又
は
解
職
の
請
求
の
た
め
の
署
名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
号 

 
 

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
選
挙
人
名
簿
登
録
の
登
録

基
準
日
及
び
登
録
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

登
録
基
準
日 

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て
は
令
和
八
年
二
月
八
日
） 

二 

登
録
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
候
補
者
が
ポ
ス
タ
ー
掲

示
場
に
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
を
開
始
で
き
る
期
日
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
と
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 
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